
様
式
第
一
号 

 

労 

働 

保 

険 

審 

査 

請 

求 

書 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

住
所
又
は
居
所 

 

一 

審
査
請
求
人
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

氏 

名 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

住 

所 

 
 
 

審
査
請
求
人
が
法
人
で
あ
る
と
き
は 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

名 

称 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

代
表
者
の
住
所
又
は
居
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

代
表
者
の
氏
名 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

住
所
又
は
居
所 

 

二 

代
理
人
に
よ
つ
て
審
査
請
求
を
す
る
と
き
は
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

代
理
人
の
氏
名 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

住
所
又
は
居
所 

 

三 

原
処
分
を
受
け
た
者
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

氏
名
又
は
名
称 

  

四 

原
処
分
を
受
け
た
者
が
原
処
分
に
係
る
労
働
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
の
氏
名 

  

五 

原
処
分
に
係
る
労
働
者
が
給
付
原
因
発
生
当
時
使
用
さ
れ
て
い
た 

 
 
 
 

所
在
地 

 
 
 

事
業
場
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

名 

称 

  

六 

審
査
請
求
人
が
原
処
分
に
係
る
労
働
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
と
の
関
係 

  

七 

原
処
分
を
し
た
労
働
基
準
監
督
署
長
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

労
働
基
準
監
督
署
長 

  

八 

原
処
分
の
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
年
月
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成 

 
 

年 
 
 

月 
 
 

日 

  

九 

審
査
請
求
の
趣
旨 

   

十 

審
査
請
求
の
理
由 

   

十
一 

原
処
分
を
し
た
労
働
基
準
監
督
署
長
の
教
示
の 

 
 
 
 
 
 

有 

無 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

内 

容 

  

十
二 

証
拠 

 

審
理
の
た
め
の
処
分
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
処
分
の 

 
 
 
 
 
 
 

内
容
並
び
に
そ
の
処
分
を
申
し
立
て
る
趣
旨
及
び
理
由 

 

十
三 

法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
後
に
お
い
て
審
査
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、 

 
 
 

同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
正
当
な
理
由 

  

右
の
と
お
り
審
査
請
求
を
す
る
。 

 

平
成 

 
 

年 
 
 

月 
 
 

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

審
査
請
求
人
氏
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

○印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

代
理
人
に
よ
る
と
き
は
、
代
理
人
の
氏
名 

労
働
者
災
害
補
償
保
険
審
査
官 

殿 



 
別
紙 

  

一 

こ
の
保
険
給
付
に
関
す
る
決
定
（
以
下
「
本
件
処
分
」
と
い
い
ま
す
。
）
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
本
件
処

分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
か
月
以
内
に
表
記
の
労
働
基
準
監
督
署
を
管
轄
す
る

都
道
府
県
労
働
局
の
労
働
者
災
害
補
償
保
険
審
査
官
（
以
下
「
審
査
官
」
と
い
い
ま
す
。）
に
対
し
て
審
査
請
求

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

二 

審
査
請
求
に
対
す
る
審
査
官
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
決
定
書
の
謄
本
が
送
付
さ
れ
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
二
か
月
以
内
に
労
働
保
険
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
い
ま
す
。）
に
対
し
て
再
審
査
請
求

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
審
査
請
求
を
し
た
日
か
ら
三
か
月
を
経
過
し
て
も
決
定
が
な
い
と
き
は
、

決
定
を
経
な
い
で
審
査
会
に
対
し
て
再
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

三 

本
件
処
分
に
対
す
る
取
消
訴
訟
は
、
当
該
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
対
す
る
審
査
官
の
決
定
を
経
た
後

に
、
国
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
国
を
代
表
す
る
者
は
法
務
大
臣
に
な
り
ま
す
。
）
、
決
定
が
あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
決
定
が
あ
っ

た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
場
合
は
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

 
 

ま
た
、
審
査
会
に
対
し
て
再
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
裁
決
を
経
る
前
又
は
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
本
件
処
分
に
対
す
る
取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た

だ
し
、
裁
決
が
あ
っ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
場
合
は
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

な
お
、
①
審
査
請
求
を
し
た
日
か
ら
三
か
月
を
経
過
し
て
も
審
査
官
の
決
定
が
な
い
と
き
、
②
処
分
、
処
分
の

執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
、
③
そ
の
他
審
査

官
の
決
定
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
、
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
審
査
官
の
決

定
を
経
な
い
で
取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 


